
自
衛
官
募
集

◎
自
衛
官
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳
の
方

申
込
期
限
　
11
月
12
日
㈮

一
次
試
験
日
　
11
月
28
日
㈰
・
29
日

　
㈪
の
い
ず
れ
か
１
日

◎
高
等
工
科
学
校
生
徒

対
象
　
15
歳
〜
16
歳
の
男
性

申
込
期
限
　
令
和
４
年
１
月
14
日
㈮

一
次
試
験
　
令
和
４
年
１
月
22
日

㈯
・
23
日
㈰
の
い
ず
れ
か
１
日

※

各
種
説
明
や
イ
ベ
ン
ト
案
内
も
行

っ
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

室
蘭
地
域
事
務
所
（
☎
44
９
５
３

３
）

令
和
４
年
度
訓
練
生
募
集

〜
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
〜

対
象
　
障
が
い
の
あ
る
求
職
者

訓
練
科
目
　
建
築
デ
ザ
イ
ン
科
、
Ｃ

Ａ
Ｄ
機
械
科
、
総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
科
、
総
合
実
務

科
願
書
受
付
期
限
　
11
月
19
日
㈮

試
験
日
　
12
月
６
日
㈪

試
験
会
場
　
北
海
道
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校
（
砂
川
市
焼
山
60
）

試
験
内
容
　
数
学
、
国
語
、
面
接

問
　
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発

校
（
☎
０
１
２
５
52
２
７
７
４
、

　
０
１
２
５
52
９
１
７
７
）
ま
た

は
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

生
活
支
援
担
い
手
養
成
講
座

日
時
　
12
月
２
日
㈭
13
時
〜
17
時

場
所
　
室
蘭
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
き
ら
ん
」
（
室
蘭
市
中
島
町
２

丁
目
22

－

１
）

定
員
　
25
人

申
し
込
み
　
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
北
海
道
社
会
的
事

業
所
支
援
機
構
（
☎
090

－

３
３
９

４

－

０
９
７
４
、
　
011

－

200

－

０

９
７
４
）

※

フ
ァ
ク
ス
に
は
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

ひ
き
こ
も
り
家
族
交
流
会

日
時
　
11
月
24
日
㈬
13
時
30
分
〜
14

時
30
分

場
所
　
室
蘭
保
健
所

対
象
　
ひ
き
こ
も
り
問
題
を
抱
え
る

家
族

※

初
め
て
参
加
す
る
方
は
事
前
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
室
蘭
保
健
所
（
☎
㉔
９
８
４
６
）

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習

日
時
　
11
月
11
日
㈭
・
12
日
㈮
９
時

〜
17
時

場
所
　
室
蘭
市
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

（
室
蘭
市
東
町
４
丁
目
29

－

1
）

定
員
　
30
人
（
申
し
込
み
順
）

料
金
　
１
万
５
千
400
円
（
テ
キ
ス
ト

代
は
別
途
）

申
込
期
限
　
11
月
５
日
㈮

※

詳
し
く
は
、
日
本
ボ
イ
ラ
協
会
北

海
道
支
部
室
蘭
地
区
支
部
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
同
支
部
（
☎
43
５
６
９
６
）

若
年
者
等
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
事
業『
就
職
セ
ミ
ナ
ー
』

日
時
　
11
月
18
日
㈭
13
時
30
分
〜
16

時
30
分

場
所
　
登
別
地
方
高
等
職
業
訓
練
校

コ
ー
ス

①
適
性
職
種
と
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

②
思
い
を
伝
え
る
履
歴
書
の
書
き
方

③
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
面
接
の
対
策

④
そ
の
他

定
員
　
５
人
程
度

※

セ
ミ
ナ
ー
は
個
別
で
実
施
し
ま
す
。

申
し
込
み
　
希
望
の
コ
ー
ス
を
選
択

（
複
数
選
択
可
）
の
上
、
11
月
15

日
㈪
ま
で
に
電
話
で
登
別
職
業
訓

練
協
会
（
☎
85
１
４
５
０
）

入
会
説
明
会

〜
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
〜

日
時
　
11
月
11
日
㈭
・
24
日
㈬
９
時

30
分

場
所
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
事
務
所
（
千
歳
町
４
丁
目
５

　－

90
ラ
ポ
ー
ル
西
尾
１
階
）

対
象
　
60
歳
以
上
の
方

持
ち
物
　
筆
記
用
具

※

当
日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
（
☎
88
０
８
８
０
）

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

『
問
』

　10月から亀田記念公園で試行的に犬の散歩ができるようになりました。
　また、これまで試行的に犬の散歩を実施していた川上公園も、試行期間を延長
し引き続き犬の散歩が可能です。ルールを守った利用をお願いします。
※散歩できる範囲は市公式ウェブサイトでご確認ください。
試行期間　令和４年10月31日㈪まで
●ふん・尿の処理は、飼い主が責任をもって行いましょう
●リードを付けて散歩をしましょう（長さは犬の制御が出来る程度）
●公園利用者の迷惑になるような行為はやめましょう
●園路以外での散歩はご遠慮願います
※ルールが守れない場合は、犬の散歩を禁止する場合があります。

14くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ 2021. 11月号

職　種 人　員令和４年度採用

問い合わせ　土木・公園グループ（☎85４１１５）

職員採用試験
１人程度

１人程度

１人程度

土木

建築

保健師

大卒
民間等
経験者
大卒
民間等
経験者

一次試験内容　ＳＰＩ３
※指定する期間内に全国のテストセンターで受験。
申込方法　11月10日㈬までに『登別市職員採用試験
２０２２』ウェブサイトの申し込みフォームから

※二次試験は令和４年１月を予定しています。
※詳しくは同ウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ　人事グループ（☎85１１３２）

亀田記念公園・川上公園での犬の散歩について亀田記念公園・川上公園での犬の散歩について

15 2021. 11月号 困った！ときにはまず相談

相談名 日時 場所 相談内容 申し込み・問い合わせ
※『Ｇ』はグループの略

　無料法律相談※1

　市民相談※2

消費生活相談

人権相談所 月～金曜日
８時30分～17時15分

鉄南ふれあい
センター（幌
別町）

鉄南ふれあい
センター（幌
別町）

鉄南ふれあい
センター（幌
別町）

連合登別事務
所（中央町６
丁目20－５）

地域職業相談室
（アーニス内）

11月27日㈯
10時～14時

12月18日㈯
10時～13時

※登別消費者協会は、火
　～金曜日の10時～15時。

職業訓練セン
ター（青葉町）

障がい福祉グ
ループ

こども相談室
（こども家庭
グループ内）
または室蘭児
童相談所（室
蘭市寿町）

生活支援相談室
（社会福祉グループ内）

札幌法務局室
蘭支局
（室蘭市入江町）

消費生活センタ
ー（市民サービ
スグループ内）
または登別消費
者協会（しんた
21内）

市民サービス
グループ

市民生活や多重債務、離婚、
家庭内暴力など

契約や解約に関するトラブル、
インターネットのトラブルな
ど

人権問題や家族問題、金銭ト
ラブル、雇用や給与の問題、
いじめや体罰、差別など

仕事や生活などの困りごと

虐待が疑われる子ども・家庭
の情報

就職活動などで抱える不安や
悩みなど

解雇や労働条件の引き下げ、
職場内のいじめ（パワーハラ
スメント）など
※新型コロナウイルス感染症の
　影響による解雇・休業などに
　ついても受け付けています。

障がいのある方の就労

事前に連合登別
（☎85 3 3 3 7）

希望日の１週間前
までに連合登別
（☎85 3 3 3 7）

登別職業訓練協会
（☎85 1 4 5 0）

消費生活センター
（☎85 3 4 9 1）
登別消費者協会
（☎85 8 3 0 7）

市民サービスＧ
（☎85 2 1 3 9）

生活支援相談室
（☎85１９１１）

11月26日㈮までに
行政書士甲田啓一事務所
（☎84 4 8 3 9）

12月10日㈮までに
市民サービスＧ
（☎85 2 1 3 9）

札幌法務局室蘭支局
（☎㉒ 5 1 1 1）

交通事故や金銭貸借、損害賠償、
離婚（養育費・面会交流）など
定員：６人（申し込み順）

相続や遺言、各種契約、官公
署に提出する書類など
定員：10人（申し込み順）

月～金曜日
10時～16時（予約制）

土曜日
10時～17時

月～金曜日
17時以降（予約制）

月～金曜日
９時～17時30分

月～金曜日
９時～17時30分

月～金曜日
９時～17時30分

月～金曜日
９時～17時30分

※時間外も相談ください。
　（こども相談室につな
　がらない場合は、市役
　所（☎85２１１１）に
　かけ直しください）

水・金曜日
８時30分～17時

11月18日㈭
13時～16時

11月26日㈮、12月10
日㈮10時～16時（予
約制）

生活にお困りの方
　の相談窓口※3

障がいのある方の
　就労相談窓口※5

児童虐待について
　の相談窓口※4

無料労働相談
（市支援事業）

11月11日㈭までに
障がい福祉Ｇ
（☎85 3 7 3 2）

こども相談室
（☎85６６７７）
室蘭児童相談所
（☎44４１５２）
※緊急の場合は児童
　相談所全国共通ダ
　イヤル（☎189）

若年者等キャリア
カウンセリング
（市委託事業）

札幌弁護士会室蘭支部

くらしの無料相談
北海道行政書士会室蘭支部

新型コロナウイルス感染症に関する主な相談窓口
○ご自身の症状に不安がある場合など、一般的な問い合わせについては、次の窓口にご相談ください。
・北海道新型コロナウイルス感染症　健康相談センター（24時間対応）☎0120－501－507（フリーダイ
　ヤル）
・厚生労働省電話相談窓口（コールセンター９時～21時）☎0120－565－653（フリーダイヤル）
○差別や偏見などに関する相談については、次の窓口にご相談ください。
・北海道新型コロナウイルス人権相談窓口（９時～17時　土・日曜日、祝日を除く）☎011－206－0497

※1～※5は、簡易申請システムからも
　申し込むことができます。

※

１

※

２

※

３

※

４
※

５


